
令和８年度工事種別の総合点算出基準 

 

【総合点の付与について】 
   木津川市が発注する建設工事の競争入札参加者の資格を定める総合点は、以下の客観点と主観点を合計したものとする。 
   総合点の付与については、市内に主たる営業拠点を有する業者（以下「市内業者」という。注１参照）であって、かつ、当該営業拠点を開

設し、資格審査基準日（２月１日）より起算して１年以上経過して営業の実態がある者を対象に、建設工事２９業種のうち、土木一式、建築

一式、舗装の３業種（以下「資格業種」という。）について総合点を付与するものとし、それ以外の業種（注２参照）については総合点の付与

をせず、「資格有り」とする。 

   なお、市内業者であっても木津川市内に主たる営業拠点を開設し、資格審査基準日（２月１日）より起算し、１年未満である場合は総合点

の付与は行わないものとする。また、１年以上経過している場合であっても、経過後において競争入札参加資格審査が初年度（臨時受付の場

合を含む。）に該当する場合は総合点の付与は行わないものとする。 

   令和６年２月の受付以降に初めて競争入札参加資格審査申請書を提出し、認定された市内業者については、以下の特例を適用するものとす

る。 

   （ア） 競争入札参加資格審査において総合点の付与が初回又は２回目（ともに臨時受付の場合を含む。）に該当する場合、資格業種につい

て総合点を付与するものとするが、土木一式及び舗装においては総合点を最大６９９点まで、建築一式においては総合点を最大７４９

点までに制限するものとする。（総合点が各上限に達していない場合は、達する前の点を総合点として付与するものとする。）なお、本

項は、初回（未継続期間がある場合は、継続を再開した直近の申請を初回とする）の競争入札参加資格審査申請書の提出から市内業者

として有資格者であることが継続されている場合にのみ適用する。 

   （イ） 競争入札参加資格審査において総合点の付与が初回又は２回目（ともに臨時受付の場合を含む。）となる時点において、有資格者で

あることが継続されていない期間がある場合は、当該審査を初年度（臨時受付の場合を含む。）として扱い、総合点の付与は行わないも

のとし、以降前項を適用するものとする。 

 

算式：［総合点］Ｘ＝Ｐ＋Ｂ－Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ 
 

   （客観点） 

     Ｐ：経営事項審査数値 

資格審査基準日（令和８年２月１日）の１年７月前の直後の事業年度終了の日以降に受けた直近の経営事項審査値（審査基準

日及び審査結果通知日が令和６年７月１日から令和８年１月３１日までのもので、かつ、令和８年１月３１日時点で最新のもの。）



とする。 

（主観点） 

     Ｂ：工事成績による評定点（注３参照） 

     Ｃ：不誠実な行為の有無及び信用状態等による減点 

過去１年間に、「木津川市指名競争入札参加者指名停止要綱」による措置をした市内業者について、３０点を減じる。 

Ｄ：社会貢献活動等による加算点 

木津川市との間で、社会貢献活動に関する協定を締結し、貢献度が認められる市内業者について該当業種に１０点を加算する。 

また、社会貢献活動に関する協定に基づき、木津川市より出動の要請を受けて、災害対応の現場従事活動（木津川市と合同で

実施する防災訓練を含む。）を行なった市内業者に、無償の期間に限り、１災害につき（当該災害に係る要請回数に係わらず）５

点を加算する。 

Ｅ：ＩＳＯ取得による加算点 

         ISO9001、ISO9002又は ISO14001を認定された市内業者に１０点を加算する。 

Ｆ：障害者雇用による加算点 

障害者の雇用の促進等に関する法律（以下「法律」という。）に規定する法定雇用率を達成している場合、及び法律適用外の業

者で障害者を雇用している場合は、５点を加算する。 

（注１）市内に主たる営業拠点を有する業者（市内業者） 

市内に主たる営業拠点を有する業者（市内業者）とは、下記の要件をすべて満たすものとする。 

法人にあっては、①登記上の本店が市内にある、②建設業法上の主たる営業所が市内にある 

個人にあっては、建設業法上の主たる営業所が市内にある 

（注２）それ以外の業種 

それ以外の業種とは、建設工事２９業種のうち次に記載する業種とし、当該業種を希望する市内業者には、総合点を

付与せず「資格有り」とする。 

大工、左官、とび・土工・コンクリート、石、屋根、電気、管、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、鉄筋、

しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、電気通信、造園、さく井、建具、

水道施設、消防施設、清掃施設、解体 

（注３）工事成績による評定点 

木津川市が発注した工事の成績による評定点を主観点に反映することについて、令和８年度の資格審査においては、

令和５年４月１日以降に発注した工事のうち、令和５年１２月１日から令和７年１１月３０日までに完成検査を受け、

合格した工事を対象とし、次の算出基準により評定する。 

※工事成績による評定点算出基準 



木津川市が発注した上記の期間に該当する資格業種について、木津川市建設工事等検査規程第 14 条第 2 項（平成 19

年告示第 116 号）で定める工事成績評定表により求められる成績点数の次式により加重平均した値に基づく次表による

評定点（Ｂ）をもって評定する。 

 

算式：加重平均＝｛（請負額１）×（工事成績１）＋・・・・・＋（請負額 n）×（工事成績 n）｝ 

÷｛（請負額１）＋・・・・・・＋（請負額 n）｝ 

評定表（平均値の下限は「以上」、上限は「未満」） 

平均値 ～50 50～55 55～60 60～65 65～70 70～75 75～80 80～85 85～ 

評定点 －40 －30 －20 －10 0 +10 +20 +30 +40 

 

   ※備考  市外業者とは、前掲に規定する市内業者以外の業者をいい、市外業者については、総合点の付与は行わない。 

 

【その他】 
入札参加資格の申請時期について 

   １ 入札参加資格の申請時期は２会計年度ごとに２月１日から２月末日までとする。次の定期審査年（令和１０・１１年度）の申請時期は、

令和１０年２月１日から２月末日までとする。 

   ２ 定期審査の翌年（追加審査年）に、新たに資格審査を受けようとする者については、当該年の４月１日から翌年の３月３１日までの１

年間を有効期間として、申請書を提出することができる。申請時期は令和９年２月１日から２月末日までとする。 

   ３ 市内業者で新たに資格審査を受けようとする者については、各当該年の８月２０日から８月末日までの間に、臨時に資格審査の申請書

を提出することができる。 

   ４ 市内業者については、追加審査年の申請時期に、木津川市が別途通知した追加書類を指定した期間内に提出すること。 


